
証券コード 7674

2026年４月９日

（電子提供措置の開始日2026年４月２日）

株 主 各 位

東京都新宿区西新宿一丁目19番８号

新東京ビル７Ｆ

株式会社ＮＡＴＴＹ ＳＷＡＮＫＹホールディングス
代表取締役
社 長 井 石 裕 二

第25回定時株主総会招集ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

さて、当社定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申し上げます。

本株主総会の招集に際して、株主総会参考書類等の内容である情報（電子提供措置

事項)について電子提供措置をとっており、インターネット上の下記ウェブサイトにア

クセスのうえ、ご確認くださいますようお願い申し上げます。

当社ウェブサイト （https://nattyswanky.com/ir/meeting）

なお、当日ご出席願えない場合は、書面又は電磁的方法（インターネット）により

議決権を行使することができますので、お手数ながら株主総会参考書類をご検討のう

え、2026年４月23日（木曜日）午後５時30分までに議決権を行使してくださいますよ

うお願い申し上げます。

また、電子提供措置事項は、当社ウェブサイトのほか、東京証券取引所(東証)のウ

ェブサイトにも掲載しておりますので、以下よりご確認ください。

東京証券取引所ウェブサイト(東証上場会社情報サービス)

https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show

(上記の東証ウェブサイトにアクセスいただき、「銘柄名(会社名)」に「ＮＡＴＴＹ

ＳＷＡＮＫＹホールディングス」又は「コード」に当社証券コード「7674」を入力・

検索し、「基本情報」「縦覧書類/PR情報」を順に選択して、「縦覧書類」にある「株主

総会招集通知/株主総会資料」欄よりご確認ください。)
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敬 具

記

１. 日 時 2026年４月24日（金曜日）午前10時

（受付開始時間は、午前９時15分からとなります。）

２. 場 所 東京都新宿区西新宿一丁目23番７号

新宿ファーストウエスト３階

３. 会議の目的事項

【報告事項】 １．第25期（2025年２月１日から2026年１月31日まで）事業

報告及び連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の

連結計算書類監査結果報告の件

２．第25期（2025年２月１日から2026年１月31日まで）計算

書類の内容報告の件

【決議事項】 第１号議案 取締役４名選任の件

第２号議案 監査役３名選任の件

第３号議案 補欠監査役１名選任の件

以 上
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
◎ 当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出く

ださいますようお願い申し上げます。
◎ 議決権行使書面において、議案に賛否の表示がない場合は、賛成の意思表示をさ

れたものとして取り扱わせていただきます。
◎ 電子提供措置事項に修正が生じた場合は、掲載している各ウェブサイトに修正内

容を掲載させていただきます。
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書 面 インターネット 株主総会ご出席

詳細は次頁をご参照ください。

議決権行使についてのご案内

次のいずれかの方法により、議決権をご行使くださいますようお願い申し上げます。

同封の議決権行使書用紙
に賛否をご表示いただき、
行使期限までに到着する
ようご返送ください。

当社指定の議決権行使サイト
(https://soukai.mizuho-t
b.co.jp/）にアクセスし
ていただき、行使期限ま
でに賛否をご入力くださ
い。

同封の議決権行使書用紙
を株主総会当日、会場受
付にご提出ください。

行使期限 行使期限 株主総会開催日時

2026年4月23日(木)
午後５時30分までに到着

2026年4月23日(木)
午後５時30分までに行使

2026年4月24日(金)
午前10時

議決権行使書の賛否の取り扱い

・ご返送いただいた議決権行使書において、各議案につき賛否の表示をされていな

い場合は、賛成の意思表示があったものとして取り扱います。

インターネットにより議決権を行使される場合の注意点

・同封の議決権行使書用紙に記載の議決権行使コード及びパスワードをご利用のう

え、画面の案内に従って議案に対する賛否をご入力ください。

・パスワードは、議決権を行使される方が株主様ご本人であることを確認するため

の重要な情報ですので、大切にお取り扱いください。

・議決権行使サイトをご利用いただく際のプロバイダへの接続料金及び通信事業者

への通信料金は株主様のご負担となります。

・議決権行使書の郵送とインターネットによる方法の双方で議決権を行使された場

合は、インターネットによる議決権の行使を有効とさせていただきます。

・インターネットにより複数回にわたり議決権を行使された場合は、最後に行使さ

れた内容を有効とさせていただきます。
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QRコードを読み取る方法
「スマート行使」

議決権行使コード・パスワードを
入力する方法

議決権行使コードおよびパスワードを入力

することなく議決権行使ウェブサイトにロ

グインすることができます。

議決権行使ウェブサイト

https://soukai.mizuho-tb.co.jp/

同封の議決権行使書用紙に記載され

た ｢スマートフォン用議決権行使

ウェブサイトログインQRコード」を

読み取ってください。

以降は画面の案内に従って賛否を

ご入力ください。

議決権行使ウェブサイトに

アクセスしてください。

議決権行使書用紙に記載された

｢議決権行使コード」をご入力ください。

議決権行使書用紙に記載された

｢パスワード」をご入力ください。

以降は画面の案内に従って賛否を

ご入力ください。

※QRコードは㈱デンソーウェーブの登録商標です。

「次へすすむ」

をクリック

「議決権行使
コード」を入力

「次へ」をクリック

実際にご使用に
なる新しいパス
ワードを設定し
てください

「初期パスワード」
を入力

インターネットによる議決権行使で

パソコンやスマートフォン、携帯電話の操作方法などが

ご不明な場合は、右記にお問い合わせください。

みずほ信託銀行 証券代行部 インターネットヘルプダイヤル

0120-768-524
受付時間
年始年末を除く
午前９時～午後９時

｢スマート行使」での議決権行使は１回
に限り可能です｡

議決権行使後に行使内容を変更する場合は、お手数で
すがPC向けサイトへアクセスし、議決権行使書用紙に
記載の「議決権行使コード」・「パスワード」を入力し
てログイン、再度議決権行使をお願いいたします。

※QRコードを再度読み取っていただくと、PC向けサイ
トへ遷移できます。

「登録」をクリック

インターネットによる議決権行使のご案内
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事 業 報 告

（2025年２月１日から
2026年１月31日まで）

１．企業集団の現況に関する事項

(1) 事業の経過及び成果

当連結会計年度におけるわが国経済は、賃上げの進展による雇用・所得環境の

改善やインバウンド需要の回復・拡大を背景に、個人消費は緩やかな持ち直しの

動きが見られました。外食需要につきましても、人流の回復や外食利用機会の増

加を受け、全体として底堅く推移いたしました。

一方で、地政学的リスクの継続や海外経済動向に起因する不透明感が残るなか、

円安基調の影響も相まって、原材料価格やエネルギーコストは高止まりの状況が

続いております。また、深刻化する人手不足を背景とした人件費や採用・教育コ

ストの上昇に加え、物流コストの増加、店舗内装・建築費用の高騰など、外食事

業を取り巻くコスト環境は一層厳しさを増しております。

このような状況のもと、外食業界においては、価格改定や付加価値の向上、生

産性改善への取り組みが引き続き重要になっており、企業の対応力が業績を左右

する経営環境が継続しております。

当社グループでは集客力の向上を目的として、TVアニメ「ダンダダン」とのコ

ラボ企画を実施し、限定メニューやキャンペーンを通じて新規顧客の来店促進及

び既存顧客の来店頻度向上を図りました。また、2025年11月からは商品ラインナ

ップの魅力訴求を強化するため、冬の推しメニューを期間限定で販売し、注文点

数の増加及び顧客満足度の向上に取り組みました。加えて、来店動機の創出及び

店内利用の活性化を目的として、翠ジンソーダやハイボールを対象とした期間限

定の特別価格キャンペーンを実施し、ドリンク需要の喚起及び追加注文の促進を

図りました。さらに、2026年１月に迎えた創業15周年を記念し、お客様への感謝

とリピート利用の促進を目的として、割引クーポン施策を計３回実施いたしまし

た。

一方で、原材料費や人件費をはじめとする運営コストの上昇を受け、店舗運営

の安定化及びサービス水準の維持を目的として、2025年12月より15時以降ご入店

の19歳以上のお客様を対象（2026年３月より20歳以上のお客様を対象）に、税抜

180円の席料を申し受けることといたしました。

当社グループでは引き続き外部環境の変化を注視しつつ、収益構造の改善と持

続的な成長に向けた取り組みを進めてまいります。
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なお、当連結会計年度は新規直営店１店舗を出店し、フランチャイズ店１店舗

を直営化いたしました。また、直営店９店舗、フランチャイズ店１店舗を退店し

たことにより、当連結会計年度末における出店数は133店舗（直営98店舗、FC35店

舗）となりました。

上記の結果、当連結会計年度における当社グループの業績は、売上高7,683,476

千円、売上総利益5,178,918千円、販売費及び一般管理費は5,682,067千円となり、

営業損失は503,148千円、経常損失は516,202千円、親会社株主に帰属する当期純

損失は930,127千円となりました。

なお、当社グループは飲食事業以外の影響は軽微であるため、セグメント別の

記載を省略しております。

(2) 設備投資の状況

当連結会計年度の設備投資につきましては、工場設備投資や直営店１店舗の新

規出店等を実施し、設備投資総額は175,280千円となりました。なお、設備投資総

額には差入保証金を含んでおります。

(3) 資金調達の状況

当連結会計年度における資金調達は、工場設備投資及び運転資金を、自己資金

及び金融機関等からの借入金として350,000千円を調達いたしました。

(4) 継続企業の前提に関する重要事象等について

① 事業環境

当社子会社の株式会社ダンダダンにおいては、前期より外国籍人材を多数採

用いたしました。日本人従業員の教育は通常３ヶ月から６か月程度で独り立ち

が見込まれますが、外国籍従業員の場合、日本語の会話レベルからの教育とな

り６ヶ月から12ヶ月ほど要することが2026年１月期前半ころからわかり始めま

した。そのため、店舗運営においてアルバイト人件費が増加し、利益を圧迫し

ておりました。今後についてはこれらの費用が減少し、収益性の改善が見込ま

れます。また、当社子会社である株式会社GRIP FACTORYにおいては、これまで

製造効率や販売契約が予定通りに進まず、利益を圧迫しておりました。今後に

ついては製造効率も改善され、販売先の増加が見込まれることにより、収益性

の改善が見込まれます。

② 事業計画と対策

当社子会社の株式会社ダンダダンにおいては、2025年12月から全店席料を導

入いたしました。これにより2025年12月全店売上高が前年比107.4％、2026年１

月全店売上高が前年比101.8％となっており、収益構造の改善が見られておりま
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す。また、2026年３月から価格改定等の実施や、販売促進活動の年間計画を策

定するなど、収益構造をさらに改善するべく様々な施策を実施していく予定で

あります。株式会社GRIP FACTORYにおいては、これまで単月黒字を出せずに進

行していましたところ、大型小売店や大型飲食チェーンとの契約が随時進んで

きて、2027年１月期中の単月黒字化が見込まれており、収益構造は改善できる

予定であります。また、コベナンツ抵触による借入金一括返済となった場合で

も、キャッシュポジションへの影響は限定的であることなど、当面の資金繰り

に懸念はないものと判断しております。これらに加えて、当社における2026年

１月期末の資金残高の状況を総合的に検討した結果、事業活動の継続性に疑念

はなく、継続企業の前提に関する重要な不確実性は認められないものと判断し

ております。

(5) 他の会社の事業の譲受けの状況

該当事項はありません。

(6) 吸収合併又は吸収分割による他の法人等の事業に関する権利義務の承継の状況

該当事項はありません。

(7) 他の会社の株式その他の持分又は新株予約権等の取得又は処分の状況

「（10）重要な親会社及び子会社の状況 ②重要な子会社の状況」をご参照く

ださい。

(8) 対処すべき課題

① 店舗収益力の向上

当社グループでは、肉汁餃子のダンダダン業態に経営資源を集中的に投下す

ることで、効率的な経営を促し、肉汁餃子のダンダダン業態の商品クオリティ

や接客サービスを維持向上し、他社との差別化を図ることで収益力の向上を図

ってまいります。

② 新規出店の推進

当社グループでは、繫華街・オフィス街・住宅街を問わず出店をしてきまし

たが、未だ相当程度の出店余地があります。直営店では東京都・神奈川県・埼

玉県及び関西圏を中心に新規出店を継続してまいります。

③ 人材採用・育成の強化

当社グループが成長していくためには優秀な人材の確保が重要であると考え

ております。採用におきましては、中途採用だけでなく新卒採用も積極的に受
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け入れ、また、アルバイトから正社員への転換も積極的に取り組んでまいりま

す。育成におきましては、新入社員研修、役職・階層別研修プログラムなどを

実施するとともに、選抜メンバーでの営業「最強店舗」を企画するなど組織が

活性化するような施策に取り組んでまいります。

④ 安全・安心な食の提供

当社グループでは自社工場及び店舗における衛生管理・品質管理体制を構築

しておりますが、消費者の食に対する安全性の関心はますます高まっておりま

す。当社グループでは食中毒が発生しにくい安全・安心な食品を提供すること

で、お客様が安心してご利用いただけるように努めてまいります。定期的な外

部検査機関による衛生検査や、本社による店舗監査を実施し、衛生管理及び品

質管理の強化に努めてまいります。

⑤ 経営管理体制の強化

当社グループが企業価値を向上させるためには、多様化するリスクを的確に

把握し、迅速かつ柔軟に対応できる体制を構築・強化していく必要があると考

えております。そして、各ステークホルダーからの信頼に応えられる企業であ

り続けるために、コーポレートガバナンスを重視し、公正かつ透明性の高い経

営を行えるように経営基盤を強化してまいります。
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(9) 財産及び損益の状況の推移

①企業集団の財産及び損益の状況

区 分
第 22 期

(2023年１月期)
第 23 期

(2024年１月期)
第 24 期

(2025年１月期)

当連結会計年度
第 25 期

(2026年１月期)

売 上 高 5,846,632
千円

7,061,067
千円

7,196,461
千円

7,683,476
千円

経 常 利 益 又 は
経 常 損 失 （△）

△130,769
千円

414,478
千円

△12,105
千円

△516,202
千円

親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益 又 は
親会社株主に帰属する
当 期 純 損 失 （△）

△379,495

千円

247,860

千円

△268,353

千円

△930,127

千円

１株当たり当期純利益又は
１株当たり当期純損失（△）

△175.07
円

110.24
円

△109.70
円

△380.11
円

総 資 産 3,783,458
千円

4,576,568
千円

4,108,413
千円

3,163,935
千円

純 資 産 1,555,694
千円

2,567,431
千円

2,273,508
千円

1,318,125
千円

１株当たり純資産額 709.56
円

1,048.61
円

928.20
円

537.98
円

(注) １株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失は、期中平均発行済株式数により、１株当た

り純資産額は、期末発行済株式数により算出しております。

②当社の財産及び損益の状況

区 分
第 22 期

(2023年１月期)
第 23 期

(2024年１月期)
第 24 期

(2025年１月期)

当事業年度
第 25 期

(2026年１月期)

売 上 高 283,680
千円

283,680
千円

307,680
千円

320,280
千円

経 常 利 益 又 は
経 常 損 失 （△）

△194,529
千円

219,590
千円

△148,230
千円

△739,507
千円

当 期 純 利 益 又 は
当 期 純 損 失 （△）

△380,650
千円

206,601
千円

△153,953
千円

△1,002,113
千円

１株当たり当期純利益又は
１株当たり当期純損失（△）

△175.60
円

91.89
円

△62.94
円

△409.53
円

総 資 産 1,598,396
千円

2,612,741
千円

2,425,951
千円

1,542,812
千円

純 資 産 1,554,540
千円

2,525,017
千円

2,345,493
千円

1,318,125
千円

１株当たり純資産額 709.03
円

1,031.26
円

957.62
円

537.98
円

(注) １株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失は、期中平均発行済株式数により、１株当た

り純資産額は、期末発行済株式数により算出しております。
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(10) 重要な親会社及び子会社の状況

① 親会社との関係

該当事項はありません。

② 重要な子会社の状況

会社名 資本金 当社の出資比率 主要な事業内容

株式会社ダンダダン 10,000千円 100％ 飲食事業

株式会社ＧＲＩＰ ＦＡＣＴＯＲＹ 400,000千円 100％
餃子等の

食品製造販売

(11) 主要な事業内容

当社グループは、「餃子」という流行り廃りがなく、年間を通して食べられる食

材をメインとして、「肉汁餃子のダンダダン」を中心として展開しております。

(12) 主要な営業所及び工場

本 社 東京都新宿区

工 場 群馬県

店 舗 東京都、神奈川県、埼玉県、大阪府、福岡県

(13) 使用人の状況

① 企業集団の使用人の状況

使用人数 前連結会計年度末比増減

314（368）名 35（67）名

（注）使用人数は就業員数であり、臨時従業員は（）内に年間の平均人員数を外数で記載しておりま
す。

② 当社の使用人の状況

使用人数 前事業年度末比増減 平 均 年 齢 平均勤続年数

10名 １名 32.8歳 4.0年
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(14) 主要な借入先の状況

借 入 先 借 入 金 残 高

株 式 会 社 三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 銀 行 190,518 千円

株 式 会 社 み ず ほ 銀 行 118,307 千円

株 式 会 社 き ら ぼ し 銀 行 70,014 千円

株 式 会 社 横 浜 銀 行 66,960 千円

株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 50,981
千円

(15) その他企業集団の状況に関する重要な事項

該当事項はありません。

２．会社の株式に関する事項

(1) 発行可能株式総数 6,432,000株

(2) 発行済株式の総数 2,447,320株

(3) 株 主 数 10,368名

(4) 大 株 主

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率

井 石 裕 二 473,000
株

19.32
％

田 中 竜 也 350,700 14.33

株 式 会 社 Ｂ Ｏ Ｒ Ａ 240,000 9.80

株 式 会 社 Ｉ Ｋ Ｉ 223,000 9.11

三菱ＵＦＪｅスマート証券株式会社 16,400 0.67

宇 野 泰 久 5,000 0.20

ＮＡＴＴＹ ＳＷＡＮＫＹ従業員持株会 4,939 0.20

株 式 会 社 Ｓ Ｂ Ｉ 証 券 4,652 0.19

福 田 亮 介 4,200 0.17

伊 藤 俊 介 4,000 0.16

(注) １. 持株比率は、自己株式（248株）を控除して計算しております。
２. 持株比率は、発行済株式総数から自己株式を控除して算出し、小数点第３位以下を切り捨

てて表示しております。

(5)その他株式に関する重要な事項

該当事項はありません。
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３．会社の新株予約権等に関する事項
(1) 当事業年度末日において当社役員が保有する新株予約権の状況

該当事項はありません。

(2) 当事業年度中に当社従業員等に交付した新株予約権の状況

該当事項はありません。

(3) その他新株予約権等に関する重要な事項

該当事項はありません。
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４．会社役員に関する事項
(1) 取締役及び監査役の氏名等

(2026年１月31日現在)

氏 名 地位及び担当 重要な兼職の状況

井 石 裕 二 代表取締役社長
株式会社ＢＯＲＡ 代表取締役
株式会社ダンダダン 代表取締役社長

田 中 竜 也 取締役会長
株式会社ＩＫＩ 代表取締役
株式会社GRIP FACTORY 代表取締役

金 子 正 輝 専務取締役
株式会社ダンダダン 取締役
株式会社GRIP FACTORY 監査役

杉 本 佳 英 取締役

あんしんパートナーズ法律事務所 代表
株式会社ブランジスタ 社外取締役
株式会社Venus Style 社外監査役
エイベックス株式会社 社外取締役
株式会社FTG Company 監査役
Aiロボティクス株式会社 社外監査役
株式会社GROWTH POWER 社外監査役
株式会社シーラテクノロジーズ 社外監査役
LE.O.VE株式会社 社外取締役
株式会社シーラホールディングス 社外取締役

井 上 重 平 常勤監査役 －

馬 塲 亮 治 非常勤監査役

社会保険労務士法人
グローバルコンテンツジャパン 所長

株式会社ＡＤＩ 代表取締役
株式会社rYojbaba 代表取締役
株式会社Take Action 非常勤監査役

廣 瀬 好 伸 非常勤監査役

株式会社ビーワンフード 代表取締役
株式会社Scale Cloud 代表取締役
株式会社ウーノ 代表取締役
株式会社ビーワンクリニック 代表取締役
株式会社ケミストリー 代表取締役
株式会社むすび 代表取締役
ビーワン公認会計士税理士事務所 代表
株式会社i-plug 非常勤監査役

(注) １．取締役杉本佳英は、社外取締役であります。
２．監査役井上重平、監査役馬塲亮治及び監査役廣瀬好伸は、社外監査役であります。
３．監査役廣瀬好伸は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見

を有するものであります。
４．取締役杉本佳英、監査役井上重平、馬塲亮治及び廣瀬好伸は、東京証券取引所の定めに基づ

く独立役員として指定し、同証券取引所に届け出ております。

(2) 責任限定契約の内容の概要

当社と社外取締役及び社外監査役は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同

法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。

当該契約は、会社法第423条第１項の社外取締役及び社外監査役の責任につき、

会社法第425条第１項に規定する最低責任限度額をもって、損害賠償責任の限度額

としております。
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(3) 役員等賠償責任保険契約の内容の概要

当社は会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社

との間で締結しております。当該保険は役員としての業務につき行った行為（不

正行為含む）に起因して、保険期間中に株主や投資家、従業員又はその他第三者

から損害賠償請求を提起された場合において、被保険者が損害賠償金・争訟費用

を負担することによって被る損害を填補することとしております。

当該役員等賠償責任保険契約の被保険者は、当社及び当社の全ての子会社の全

ての取締役及び監査役であり、全ての被保険者について、その保険料を全額当社

が負担しております。

(4) 当事業年度に係る取締役及び監査役の報酬等の額

① 取締役報酬決定の基本方針

取締役会の決議により、当社の取締役報酬については、業務分掌の内容及び

業績への貢献度など求められる能力及び責任に見合った水準を勘案し、役職別

の固定額を決定しております。

② 取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項

取締役の報酬限度額は、2017年９月28日開催の第16回定時株主総会において

年額200,000千円以内と決議いただいております。当該株主総会終結時点の取締

役の員数は４名（内、社外取締役は１名）であります。

監査役の報酬限度額は、2017年９月28日開催の第16回定時株主総会において

年額50,000千円以内と決議いただいております。当該株主総会終結時点の監査

役の員数は３名（内、社外監査役は３名）であります。

③ 取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項

当社は、取締役の報酬は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内におい

て、取締役会の決議により委任された代表取締役社長の井石裕二が決定するこ

ととしております。

取締役の個人別報酬額の決定を代表取締役社長に委任した理由は、業績動向

を俯瞰しつつ、各取締役の業績貢献度も勘案して、各取締役の個別報酬額の決

定を行うには代表取締役社長が最も適しているためです。

取締役会は、当該権限が適切に行使されるよう、独立社外取締役に取締役報

酬に関する方針を説明し、意見を徴したうえで、決定することを取締役の報酬

等の決定方針に定めており、当該決定方針に沿うものであると判断しておりま

す。

監査役の個人別報酬額は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内におい

て、監査役の協議により決定することとしております。
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④ 取締役及び監査役の報酬等の総額等

役員区分
報酬等の総額

(千円)

報酬等の種類別の総額(千円) 対象となる
役員の員数

(名)固定報酬 業績連動報酬

取締役
(内、社外取締役)

67,200
（4,200）

67,200
（4,200）

－
（－）

４
（１）

監査役
(内、社外監査役)

9,960
（9,960）

9,960
（9,960）

－
（－）

３
（３）

合計
(内、社外役員)

77,160
（14,160）

77,160
（14,160）

－
（－）

７
（４）

(5) 社外役員に関する事項

① 他の法人等の業務執行者としての重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人

等との関係

取締役杉本佳英は、あんしんパートナーズ法律事務所の代表を兼務しており

ますが、当社と同社の間に特別な関係はありません。

監査役馬塲亮治は、社会保険労務士法人グローバルコンテンツジャパンの所

長、株式会社ADIの代表取締役、株式会社rYojbabaの代表取締役を兼務しており

ますが、当社と同社との間に特別な関係はありません。

監査役廣瀬好伸は、株式会社ビーワンフードの代表取締役、株式会社Scale

Cloudの代表取締役、株式会社ウーノの代表取締役、株式会社ビーワンクリニッ

クの代表取締役、株式会社ケミストリーの代表取締役、株式会社むすびの代表

取締役、ビーワン公認会計士税理士事務所の代表を兼務しておりますが、当社

と同社との間に特別な関係はありません。

② 他の法人等の社外役員等としての重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人

等との関係

取締役杉本佳英は、株式会社ブランジスタの社外取締役、株式会社Venus

Styleの社外監査役、株式会社FTG Companyの監査役、エイベックス株式会社の

社外取締役、Aiロボティクス株式会社の社外取締役、株式会社GROWTH POWERの

社外監査役、株式会社シーラテクノロジーズの社外監査役、LE.O.VE株式会社の

社外取締役、株式会社シーラホールディングスの社外取締役を兼務しておりま

すが、当社と同社との間に特別な関係はありません。

監査役馬塲亮治は、株式会社Take Actionの非常勤監査役を兼務しております

が、当社と同社との間に特別な関係はありません。
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③ 当事業年度における主な活動状況

（ア） 取締役会及び監査役会への出席状況及び発言状況

取締役杉本佳英は、当事業年度開催の取締役会17回のうち17回出席し、弁護

士としての豊富な経験と見識に基づき、当社の経営全般に係る法的リスクに関

して必要な発言を適宜行っております。

監査役井上重平は、当事業年度開催の取締役会17回のうち17回出席、監査役

会12回のうち12回出席し、元経営者としての豊富な経験と見識に基づき、取締

役会の意思決定の妥当性及び適正性を確保するため、必要な発言を適宜行って

おります。

監査役馬塲亮治は、当事業年度開催の取締役会17回のうち16回出席、監査役

会12回のうち12回出席し、社会保険労務士としての豊富な経験と見識に基づき、

当社の経営全般に係る労務リスクに関して必要な発言を適宜行っております。

監査役廣瀬好伸は、当事業年度開催の取締役会17回のうち17回出席、監査役

会12回のうち12回出席し、公認会計士としての豊富な経験と見識に基づき、当

社の経営全般に係る財務及び会計に関して取締役会の意思決定の妥当性及び適

正性を確保するため、必要な発言を適宜行っております。

（イ） 社外役員が果たすことが期待される役割に関して行った職務の概要

取締役杉本佳英は、当社経営課題について議論する場では法律家としての知

識や経験を踏まえた助言や提言を行いました。また、法律リスクやコンプライ

アンスの重要性について、定期的に当社従業員に対しての研修を行いました。
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５．会計監査人の状況
(1) 会計監査人の名称

Mooreみらい監査法人

(2) 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額

当事業年度に係る会計監査人としての報酬等の額 26,000千円

当社及び当社の子会社が支払うべき金銭その他の財産上の利

益の合計額
26,000千円

(注) １．当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法
に基づく監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できません
ので、当事業年度に係る会計監査人としての報酬等の額にはこれらの合計額を記載し
ております。

２．会計監査人の報酬等について監査役会が同意した理由は、会計監査人の監査計画の内
容及び報酬の妥当性を検討した結果として適切であると判断したためです。

(3) 非監査業務の内容

該当事項はありません。

(4) 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針

監査役会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると

認められた場合、その他監査品質や独立性等において適正でないと判断した場合

には、会計監査人の解任又は不再任に関する議案を決定し、取締役会は当該決定

に基づき、当該議案を株主総会に提出いたします。
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６．業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況
(1) 業務の適正を確保するための体制

① 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するた

めの体制

当社は、取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確

保するために、企業理念・行動規範を定め、取締役会規程等の社内規程を制定

し、それらが遵守されるように周知徹底を行っております。そして、コンプラ

イアンスに対する意識を啓発するために、定期的に研修等を企画し実施してお

ります。

さらに、不正行為等の早期発見と是正を目的として内部通報制度を設けてお

り、通報窓口を社内及び社外に設置し、公益通報者保護規程に基づいて通報者

の保護を明確にして運用しております。

取締役が会社の目的の範囲外の行為、法令及び定款に違反する行為をし、若

しくはこれらの行為をするおそれがある場合には、監査役はその事実を指摘・

勧告し、状況によっては当該取締役に対して行為の差止請求ができるものとし

ております。

② 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

取締役の職務の執行に係る情報は、文書管理規程等に基づいて適切に保存及

び管理し、必要に応じて閲覧可能な状態を維持しております。

③ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

当社の損失の危機に対応するために、リスクコンプライアンス規程を制定し、

各組織において継続的にリスクの発生の有無をチェックし、各組織の責任者は

その状況を定期的に各取締役に報告しております。

そして、実際にリスクが発生した場合には、対策本部を設置し、迅速に対応

することとしております。

④ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

当社は、定時取締役会を原則として毎月１回開催して業務執行上の重要な事

項を決定するほか、機動的な意思決定を行うために、必要に応じて臨時取締役

会を開催しております。

また、職務権限規程に基づく権限の委譲により、迅速かつ効率的な意思決定

が行われる体制を確保しております。
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⑤ 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該

使用人に関する事項及びその使用人の取締役からの独立性に関する事項並び

に監査役の当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合には、使用人

を置くこととしております。

そして、監査役から監査業務における指示を受けた使用人は、その指示に関

する限りにおいては、取締役の指揮命令を受けないものとしております。

⑥ 取締役及び使用人が監査役に報告するための体制、その他の監査役への報告

に関する体制

監査役は、取締役及び使用人に対して、事業の報告を求め、重要な事項につ

いての報告を受けることとしております。

また、取締役及び使用人は職務執行に関して法令及び定款に違反する、又は、

そのおそれがある事項を発見したときは、直ちに監査役に報告しなければなら

ないものとしております。

⑦ 監査役へ報告した者が当該報告をしたことを理由として不利な取り扱いを受

けないことを確保するための体制

当社は、内部通報者等が通報又は相談したことを理由として、通報者等に対

して解雇その他いかなる不利益な取り扱いもしないことを規定し周知徹底して

おります。

⑧ 監査役の職務の執行について生ずる費用又は債務の処理、費用の前払又は償

還の手続きに係る方針

当社は、監査役がその職務執行のため必要と認める費用を会社に請求できる

こととし、監査役が費用の前払等を請求した場合には、当該監査役が職務執行

に必要でないことを証明した場合を除き、これを拒むことができないものとし

ております。

⑨ その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

監査役は、定期的に代表取締役と面談を行い、また必要に応じて内部監査室

等との連携をとっております。

そして、取締役会をはじめとする重要な会議に出席し、必要があるときは意

見を述べるものとしております。
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⑩ 財務報告の信頼性を確保するための体制

当社は、財務報告の信頼性を確保するために、財務報告に係る内部統制の整

備、運用を評価し、継続的な見直しを行っております。

⑪ 反社会的勢力に向けた体制

当社は反社会勢力との関係・取引等を一切行わず、不当要求を受けた場合に

は、毅然とした態度で組織的に対応するものとしております。

(2) 業務の適正を確保するための体制の運用状況

当事業年度における主な取り組みは、以下のとおりであります。

① コンプライアンスに関する取り組み状況

取締役及び使用人に向けて、コンプライアンスの重要性に関するメッセージ

を定期的に発信し、研修等を実施することで、コンプライアンス意識の向上に

向けた取り組みを行いました。また、リスクコンプライアンス委員会を設置し、

月１回の定例会議のほか緊急の場合は臨時で開催するようにしております。

② リスクマネジメントに関する取り組み状況

当社の損失の危機に関する事項は、毎週開催される幹部等による会議で検

討・協議され、リスクコンプライアンス委員会に定期的に各組織から報告が行

われました。

③ 職務執行の適正性及び効率性確保に関する取り組み状況

月１回以上の取締役会を開催し、会社の経営に関する重要な事項等について

十分な協議を行いました。

④ 監査役の監査について

監査役は、取締役会及び経営会議に参加し、業務執行の状況を監督しました。

また、代表取締役と定期的に意見交換も実施しました。
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７.剰余金の配当等の決定に関する方針
当社は、長期的に安定した事業の継続に備えるために、内部留保の充実を図るとと

もに、株主への利益還元を行うことも重要な経営課題の一つと考えております。

しかしながら、当事業年度の配当につきましては、当期の業績を勘案いたしまして、

誠に遺憾ながら、無配とさせていただきたいと存じます。

今後の剰余金の配当は中間及び期末配当の年２回を基本的な方針としております。

配当の決定機関は、中間配当は取締役会、期末配当は株主総会であります。

内部留保につきましては、経営基盤の安定に向けた財務体質の強化及び事業の拡大

のための資金として有効に活用していく方針であります。

なお、当社は「取締役会の決議により、毎年７月末日を基準日として、中間配当を

することができる。」旨を定款に定めております。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
(注) 本事業報告中の記載金額・株数は、表示単位未満を切り捨てて表示しております。
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連 結 貸 借 対 照 表

(2026年１月31日現在)
(単位：千円)

科 目 金 額 科 目 金 額

（資 産 の 部） （負 債 の 部）

流 動 資 産 1,338,269 流 動 負 債 1,392,177

現 金 及 び 預 金 650,715 買 掛 金 319,146

売 掛 金 362,594 短 期 借 入 金 83,340

商 品 及 び 製 品 104,676 １年内返済予定の長期借入金 251,928

原 材 料 及 び 貯 蔵 品 12,247 未 払 金 119,153

前 払 費 用 144,374 未 払 費 用 212,857

未 収 消 費 税 等 2,872 未 払 法 人 税 等 26,255

未 収 入 金 32,949 未 払 消 費 税 等 84,633

そ の 他 27,840 前 受 金 4,415

固 定 資 産 1,825,665 預 り 金 70,920

有 形 固 定 資 産 1,292,789 前 受 収 益 8,423

建 物 1,137,198 株 主 優 待 引 当 金 194,405

機 械 及 び 装 置 76,945 店 舗 閉 鎖 損 失 引 当 金 16,696

工 具 器 具 備 品 77,560 固 定 負 債 453,632

そ の 他 1,085 長 期 借 入 金 265,236

無 形 固 定 資 産 12,016 資 産 除 去 債 務 144,092

ソ フ ト ウ ェ ア 11,323 そ の 他 44,304

施 設 利 用 権 692

投資その他の資産 520,859

出 資 金 155 負 債 合 計 1,845,810

長 期 前 払 費 用 24,325 （純 資 産 の 部）

繰 延 税 金 資 産 60,130 株 主 資 本 1,316,477

差 入 保 証 金 436,248 資 本 金 1,163,429

資 本 剰 余 金 1,150,029

利 益 剰 余 金 △996,141

自 己 株 式 △839

新 株 予 約 権 1,647

純 資 産 合 計 1,318,125

資 産 合 計 3,163,935 負 債 ・ 純 資 産 合 計 3,163,935
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連 結 損 益 計 算 書

（2025年２月１日から
2026年１月31日まで）

(単位：千円)

科 目 金 額

売 上 高 7,683,476

売 上 原 価 2,504,558

売 上 総 利 益 5,178,918

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 5,682,067

営 業 損 失 （△） △503,148

営 業 外 収 益

受 取 保 険 料 3,477

そ の 他 8,149 11,627

営 業 外 費 用

支 払 利 息 11,746

貯 蔵 品 廃 棄 損 2,835

そ の 他 10,099 24,681

経 常 損 失 （△） △516,202

特 別 利 益

固 定 資 産 売 却 益 13,999

そ の 他 824 14,823

特 別 損 失

固 定 資 産 除 却 損 9,161

減 損 損 失 300,774

店 舗 閉 鎖 損 失 7,156

店 舗 閉 鎖 損 失 引 当 金 繰 入 額 16,696 333,788

税 金 等 調 整 前 当 期 純 損 失 （△） △835,167

法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 55,656

法 人 税 等 調 整 額 39,303 94,960

当 期 純 損 失 （△） △930,127

親会社株主に帰属する当期純損失（△） △930,127
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連結株主資本等変動計算書

（2025年２月１日から
2026年１月31日まで）

(単位：千円)

株 主 資 本

資 本 金 資本剰余金 利益剰余金 自 己 株 式 株主資本合計

当 期 首 残 高 1,163,411 1,150,011 △41,546 △839 2,271,036

当 期 変 動 額

新株の発行(新株予約権の行使) 18 18 36

剰 余 金 の 配 当 △24,467 △24,467

親会社株主に帰属
する当期純損失

△930,127 △930,127

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額)

当 期 変 動 額 合 計 18 18 △954,595 － △954,559

当 期 末 残 高 1,163,429 1,150,029 △996,141 △839 1,316,477

その他の包括利益累計額

新株予約権 純資産合計その他有価証券
評価差額金

その他の包括利益
累計額合計

当 期 首 残 高 － － 2,471 2,273,508

当 期 変 動 額

新株の発行(新株予約権の行使) 36

剰 余 金 の 配 当 △24,467

親会社株主に帰属
する当期純損失

△930,127

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額)

－ － △824 △824

当 期 変 動 額 合 計 － － △824 △955,383

当 期 末 残 高 － － 1,647 1,318,125
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連 結 注 記 表

（2025年２月１日から
2026年１月31日まで）

連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等

１.連結の範囲に関する事項

連結子会社の数 ２社

連結子会社の名称 株式会社ダンダダン

株式会社ＧＲＩＰ ＦＡＣＴＯＲＹ

２.持分法の適用に関する事項

該当事項はありません。

３.連結の範囲又は持分法の適用の範囲の変更に関する注記

（１）連結の範囲の変更

該当事項はありません。

（２）持分法の適用の範囲の変更

該当事項はありません。

４.連結子会社の事業年度等に関する事項

連結子会社の事業年度の末日は、連結決算日と一致しております。

５.会計方針に関する事項

（１）重要な資産の評価基準及び評価方法

① 有価証券

その他有価証券

・市場価格のない株式等以外のもの

時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平

均法により算定）を採用しております。

・市場価格のない株式等

移動平均法による原価法を採用しております。

② 棚卸資産

a.商品及び製品
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総平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく

簿価切下げの方法）を採用しております。

b.原材料及び貯蔵品

最終仕入原価法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に

基づく簿価切下げの方法）を採用しております。

（２）重要な減価償却資産の減価償却の方法

① 有形固定資産

建物（建物附属設備を含む）

定額法を採用しております。但し、2016年３月31日以前に取得した建物附

属設備については定率法を採用しております。

その他の有形固定資産

定率法を採用しております。

なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

建物 ３年～37年

機械及び装置 10年

工具器具備品 ３年～15年

② 無形固定資産

定額法を採用しております。

なお、商標権については10年、自社利用のソフトウェアについては、社内に

おける利用可能期間（５年）に基づいております。

（３）重要な引当金の計上基準

① 貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率によ

り、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を検討し、回収

不能見込額を計上しております。

② 株主優待引当金

将来の株主優待券の利用による費用の発生に備えるため、株主優待券の利用

実績率に基づき、翌連結会計年度以降に利用される株主優待券に対する見積額

を計上しております。
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③ 店舗閉鎖損失引当金

閉鎖を決定した店舗について、将来の店舗閉鎖損失に伴い発生すると見込ま

れる損失額を計上しております。

（４）重要な収益及び費用の計上基準

① 商品及び製品の販売

商品及び製品の販売については、顧客に商品又は製品を引き渡す履行義務を

負っております。当該履行義務は商品又は製品を引き渡す一時点において充足

する取引であるため、引渡時点で収益を認識しております。なお、当社の役割

が代理人に該当する取引については、対応する費用と相殺した純額で収益を認

識しております。

② フランチャイズ契約

フランチャイズ契約に基づく加盟料及び更新料については、顧客にフランチ

ャイズサービスを提供する履行義務を負っております。当該履行義務は契約期

間にわたって充足する取引であるため、契約期間にわたって合理的な基準に基

づき収益を認識しております。

会計上の見積りに関する注記

（固定資産の減損）

（１）当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

減損損失 300,774千円

有形固定資産及び無形固定資産 1,304,806千円

差入保証金及び長期前払費用 460,574千円

（２）識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

① 当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額の算出方法

当社グループは、キャッシュ・フローを生み出す最小単位として、主に店

舗を基準にしてグルーピングを行っており、営業活動から生ずるキャッシ

ュ・フローが継続してマイナスである店舗について、減損処理の要否を検討

し、減損対象となった資産グループにつきましては、帳簿価額を回収可能価

額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しております。

回収可能価額は店舗の使用価値により測定され、使用価値がマイナスとなっ
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た場合には回収可能価額を零として算定しております。

② 当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額の算出に用いた主要な仮定

店舗の継続的使用によって生ずる将来キャッシュ・フローは、翌連結会計

年度については取締役会によって承認された予算、その後の期間については

過去の実績を加味した売上高及び営業利益の見込みに基づき算定しておりま

す。使用価値の見積りにおける主要な仮定は、翌連結会計年度の予算及びそ

の後の計画における売上高及び営業利益見込みであります。

③ 翌連結会計年度の連結計算書類に与える影響

主要な仮定については、見積りの不確実性が存在するため、キャッシュ・

フローの実績が見積金額と乖離する場合があります。また、外部環境などの

影響により店舗の収益が悪化した場合、翌連結会計年度において新たに減損

の兆候が識別され、減損損失を計上する可能性があります。

（繰延税金資産の回収可能性）

（１）当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

繰延税金資産 60,130千円

法人税等調整額 39,303千円

（２）識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

当社グループは、当連結会計年度末における繰延税金資産の回収可能性について

の判断にあたり、会計上の見積りを行っております。

① 当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額の算出方法

当社グループは、将来の利益計画に基づいた課税所得の見積りを行い、将来

減算一時差異等に対して繰延税金資産を計上しております。

② 当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額の算出に用いた主要な仮定

課税所得の見積りの基礎となる将来の事業計画における主要な仮定は、過去

の実績に基づく将来の収益予測であり、市場環境の状況等を勘案しております。

③ 翌連結会計年度の連結計算書類に与える影響

繰延税金資産の回収可能性は将来の課税所得の見積りに依存するため、その

見積りの前提とした条件や仮定に変更が生じ、課税所得の見積りが減少した場

合、繰延税金資産が取り崩され、税金費用が計上される可能性があります。
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連結貸借対照表に関する注記

１．有形固定資産の減価償却累計額 2,100,643千円

減価償却累計額には、減損損失累計額が含まれております。

２．担保に供している資産及び担保に係る債務

（１）担保に供している資産

定期預金 85,006千円

（２）担保に係る債務

短期借入金 83,340千円

連結損益計算書に関する注記

（顧客との契約から生じる収益）

売上高については、顧客との契約から生じる収益及びそれ以外の収益を区分して記

載しておりません。顧客との契約から生じる収益の金額は、「収益認識に関する注記

１．顧客との契約から生じる収益を分解した情報」に記載しております。

（減損損失）

当社グループは、以下の資産グループについて減損損失を計上しました。

場所 用途 種類

東京都 店舗(16店舗)、事務所 建物、その他

埼玉県 店舗(２店舗) 建物、その他

大阪府 店舗(１店舗) 建物、その他

当社グループは、キャッシュ・フローを生み出す最小単位として、主に店舗を基準

にしてグルーピングをしております。

営業活動から生ずるキャッシュ・フローが継続してマイナスである店舗について、

減損処理の要否を検討し、減損対象となった資産グループにつきましては、帳簿価額

を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失(300,774千円)として特別損失に計

上しております。

その種類ごとの内訳は以下のとおりであります。

建物 248,932千円

工具、器具及び備品 10,616千円

長期前払費用 10,520千円

差入保証金 28,457千円

― 29 ―

2026年03月26日 10時40分 $FOLDER; 29ページ （Tess 1.50(64) 20251126_01）



商標権 1,998千円

ソフトウェア 247千円

なお、回収可能価額は使用価値により測定しております。

連結株主資本等変動計算書に関する注記

１.当連結会計年度の末日における発行済株式の種類及び総数

普通株式 2,447,320株

２.当連結会計年度の末日における自己株式の種類及び総数

普通株式 248株

３.当連結会計年度に行った剰余金の配当に関する事項

（１）配当金支払額等

決議
株式の
種類

配当金の
総額
(千円)

１株あたり
配当額(円)

基準日 効力発生日

2025年４月25日
定時株主総会

普通
株式

24,467 10.00 2025年1月31日 2025年4月28日

（２）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会

計年度になるもの

該当事項はありません。

４.当連結会計年度の末日における当社が発行している新株予約権の目的となる株式

の数

普通株式 3,240株

金融商品に関する注記

１.金融商品の状況に関する事項

（１）金融商品に対する取り組み方針

当社グループは、主に新規出店の設備投資計画に照らして、必要な資金を金融

機関借入により調達しております。また、資金運用については、安全性の高い預

金等に限定しております。

（２）金融商品の内容及びそのリスク

営業債権である売掛金、未収入金は、取引先の信用リスクに晒されております。

差入保証金は、主に店舗賃貸取引に伴うものであり、差入先の信用リスクに晒
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されております。

営業債務である買掛金及び未払金は、ほとんどが１ヵ月以内の支払期日であり

ます。

借入金は、新規出店に必要な資金を調達したものであります。

（３）金融商品に係るリスク管理体制

① 信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

営業債権及び差入保証金については、取引開始時に取引先及び差入先の信用判

定を行うとともに、定期的に信用状況を調査し、財務状況等の悪化等による回収

懸念の早期把握や軽減を行っております。

② 資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）

の管理

毎月資金繰り計画を作成するなどの方法により管理するとともに、適切な手許

流動性を確保することなどにより流動性リスクを管理しております。

③ 市場リスク（金利等の変動リスク）

借入金の変動リスクについては、市場金利の状況を定期的にモニタリングして

おります。

（４）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提

条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。

２.金融商品の時価等に関する事項

2026年１月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、

次のとおりであります。

(単位：千円)

連結貸借対照表計上額 時価 差額

差入保証金 436,248 365,286 △70,962

資産計 436,248 365,286 △70,962

長期借入金 517,164 516,220 △944

負債計 517,164 516,220 △944

(注)１．「現金及び預金」、「売掛金」、「未収入金」、「買掛金」、「未払金」、「短期借入
金」については、現金であること及び短期間で決済されるため時価が帳簿価
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額に近似するものであることから、記載を省略しております。

２．市場価格のない株式等は、上表には含めておりません。当該金融商品の連結
貸借対照表計上額は以下のとおりであります。

(単位：千円)

区分 当連結会計年度

出資金 155

３．金銭債権の連結決算日後の償還予定額
(単位：千円)

1年以内 １年超５年以内 ５年超10年以内 10年超

預金 623,613 － － －

売掛金 362,594 － － －

差入保証金 8,685 － 300,790 126,773

合計 994,892 － 300,790 126,773

４．短期借入金及び長期借入金の連結決算日後の返済予定額
(単位：千円)

１年以内
１年超
２年以内

２年超
３年以内

３年超
４年以内

４年超
５年以内

５年超

短期借入金 83,340 － － － － －

長期借入金 251,928 179,843 59,465 25,928 － －

合計 335,268 179,843 59,465 25,928 － －

３.金融商品の時価の適切な区分ごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じ

て、以下の３つのレベルに分類しております。
レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場にお

いて形成される当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関す
る相場価格により算定した時価

レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のイン
プット以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価

レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時
価

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それら
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のインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も

低いレベルに時価を分類しております。

(１) 時価で連結貸借対照表に計上している金融商品

該当事項はありません。

(２) 時価で連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品

区分
時価（千円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

差入保証金 － 365,286 － 365,286

資産計 － 365,286 － 365,286

長期借入金 － 516,220 － 516,220

負債計 － 516,220 － 516,220

（注）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

差入保証金

差入保証金の時価は、一定の期間ごとに分類し、その将来キャッシュ・フローと

国債の利回り等適切な指標に信用スプレッドを上乗せした利率を基に割引現在価値

法により算定しており、レベル２の時価に分類しております。

長期借入金

長期借入金の時価は、元利金の合計額と、当該債務の残存期間及び信用リスクを

加味した利率を基に、割引現在価値法により算定しており、レベル２の時価に分類

しております。
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収益認識に関する注記

１.顧客との契約から生じる収益を分解した情報

（単位：千円）

製品及びサービスの名称 当連結会計年度

直営店売上 7,091,338

製品卸売上 383,325

ＦＣ売上 124,628

その他 42,397

顧客との契約から生じる収益 7,641,690

その他の収益（注） 41,786

外部顧客への売上高 7,683,476

（注）その他の収益は、企業会計基準第13号「リース取引に関する会計基準」に基づ

く不動産賃貸収入であります。

２.収益を理解するための基礎となる情報

収益を理解するための基礎となる情報は、「連結計算書類の作成のための基本となる

重要な事項に関する注記等 ５.会計方針に関する事項 （４）重要な収益及び費用の

計上基準」に記載のとおりであります。

３.当連結会計年度及び翌連結会計年度以降の収益の金額を理解するための情報

（１）契約資産及び契約負債の残高等

（単位：千円）

当連結会計年度

期首残高 期末残高

契約負債

前受収益 10,555 3,876

長期前受収益 5,412 1,536

（注）１．契約負債は、主に、酒類販売及びフランチャイズ契約における顧客からの

前受収益であります。契約負債は、収益の認識に伴い取り崩されます。当

連結会計年度に認識された収益の額のうち期首現在の契約負債残高に含ま
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れていた額は、10,555千円であります。

２．長期前受収益は連結貸借対照表上、固定負債の「その他」に含まれており

ます。

（２）残存履行義務に配分した取引価格

（単位：千円）

当連結会計年度

１年以内 3,876

１年超２年以内 1,027

２年超３年以内 233

３年超４年以内 150

４年超５年以内 125

５年超 －

合計 5,412

１株当たり情報に関する注記

１株当たり純資産額 537円98銭

１株当たり当期純損失 380円11銭

重要な後発事象に関する注記

該当事項はありません。
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貸 借 対 照 表

(2026年１月31日現在)
(単位：千円)

科 目 金 額 科 目 金 額

（資 産 の 部）

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

前 払 費 用

関係会社未収入金

未 収 消 費 税 等

そ の 他

固 定 資 産

有形固定資産

建 物

工 具 器 具 備 品

投資その他の資産

関 係 会 社 株 式

繰 延 税 金 資 産

関係会社長期貸付金

差 入 保 証 金

貸 倒 引 当 金

125,382

72,700

4,584

41,990

2,872

3,234

1,417,429

0

0

0

1,417,429

132,099

60,130

1,934,000

5,640

△714,439

（負 債 の 部）

流 動 負 債 224,687

未 払 金 3,004

未 払 費 用 1,235

未 払 法 人 税 等 18,753

関 係 会 社 未 払 金 4,994

株 主 優 待 引 当 金 194,405

預 り 金 2,292

負 債 合 計 224,687

（純資産の部）

株 主 資 本 1,316,477

資 本 金 1,163,429

資 本 剰 余 金 1,150,029

資本準備金 1,150,029

利 益 剰 余 金 △996,141

その他利益剰余金 △996,141

繰越利益剰余金 △996,141

自 己 株 式 △839

新 株 予 約 権 1,647

純 資 産 合 計 1,318,125

資 産 合 計 1,542,812 負 債 ・ 純 資 産 合 計 1,542,812
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損 益 計 算 書

（2025年２月１日から
2026年１月31日まで）

(単位：千円)

科 目 金 額

営 業 収 益 320,280

営 業 費 用 512,416

営 業 損 失 （△） △192,136

営 業 外 収 益

関 係 会 社 受 取 利 息 22,972

そ の 他 207 23,179

営 業 外 費 用

関 係 会 社 貸 倒 引 当 金 繰 入 額 568,585

そ の 他 1,965 570,551

経 常 損 失 （△） △739,507

特 別 利 益

新 株 予 約 権 戻 入 益 824 824

特 別 損 失

減 損 損 失 7,679

関 係 会 社 株 式 評 価 損 267,900 275,579

税 引 前 当 期 純 損 失 （△） △1,014,263

法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 31,460

法 人 税 等 調 整 額 △43,611 △12,150

当 期 純 損 失 （△） △1,002,113
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株主資本等変動計算書

（2025年２月１日から
2026年１月31日まで）

(単位：千円)

株 主 資 本

資 本 金

資本剰余金 利益剰余金

自 己 株 式株主資本合計
資本準備金

資本剰余金
合計

その他利益剰余金 利益剰余金
合計繰越利益剰余金

当期首 残 高 1,163,411 1,150,011 1,150,011 30,438 30,438 △839 2,343,022

当期変 動 額

新株の発行（新株予約権の行使） 18 18 18 36

剰余金の配当 △24,467 △24,467 △24,467

当期純損失 △1,002,113 △1,002,113 △1,002,113

株主資本以外の項目の当期変動額(純額)

当期変動額合計 18 18 18 △1,026,580 △1,026,580 － △1,026,544

当期末 残 高 1,163,429 1,150,029 1,150,029 △996,141 △996,141 △839 1,316,477

評 価 ・ 換 算 差 額 等

新株予約権 純資産合計その他有価証券
評価差額金

評価・換算差額等合計

当 期 首 残 高 － － 2,471 2,345,493

当 期 変 動 額

新株の発行（新株予約権の行使） 36

剰余金の配当 △24,467

当期純損失 △1,002,113

株主資本以外の項目の当期変動額(純額) － － △824 △824

当期変動額合計 － － △824 △1,027,368

当 期 末 残 高 － － 1,647 1,318,125
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個 別 注 記 表

（2025年２月１日から
2026年１月31日まで）

重要な会計方針

１．重要な資産の評価基準及び評価方法

（１）有価証券

子会社株式

移動平均法による原価法を採用しております。

その他有価証券

市場価格のない株式等以外のもの

時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法

により算定）を採用しております。

市場価格のない株式等

移動平均法による原価法を採用しております。

２．重要な固定資産の減価償却の方法

(１) 有形固定資産

建物（建物附属設備を含む）

定額法を採用しております。

その他の有形固定資産

定率法を採用しております。

なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

建物 10年～20年

工具器具備品 ３年～６年

(２) 無形固定資産

定額法を採用しております。

なお、商標権については10年、自社利用ソフトウェアについては社内における利

用可能期間（５年）に基づいております。
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３．重要な引当金の計上基準

(１) 貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、

貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を検討し、回収不能見込

額を計上しております。

(２) 株主優待引当金

将来の株主優待券の利用による費用の発生に備えるため、株主優待券の利用実績

率に基づき、翌事業年度以降に利用される株主優待券に対する見積額を計上してお

ります。

４．重要な収益及び費用の計上基準

(１) 経営指導料及び業務委託収入

当社の主な収益は、子会社からの経営指導料及び業務委託収入であります。この

うち、経営指導料及び業務委託収入においては、子会社への契約内容に応じた受託

業務の提供を通じて、一定期間にわたり履行義務が充足されることから、契約期間

にわたり当該受託業務の提供に応じて収益を認識しております。

会計上の見積りに関する注記

関係会社長期貸付金の評価

（１）当事業年度の計算書類に計上した金額

関係会社長期貸付金 1,934,000千円

貸倒引当金 714,439千円

関係会社貸倒引当金繰入額 568,585千円

(２) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

債務超過となった関係会社への貸付金の評価は、回収不能見込額として債務超過

相当額に対して貸倒引当金を計上しております。今後、関係会社の業績が変動した

場合、翌事業年度の貸借対照表において、貸倒引当金の金額に影響を及ぼす可能性

があります。
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関係会社株式の評価

（１）当事業年度の計算書類に計上した金額

関係会社株式 132,099千円

関係会社株式評価損 267,900千円

(２) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

財政状態の悪化により関係会社株式の実質価額が著しく低下し、回復可能性が十

分な証拠によって裏付けできない場合は、相当の減額を行い、評価差額は当期の損

失として処理しております。今後、関係会社の事業環境等が変動することにより、

関係会社株式の実質価額を著しく低下させる変化が生じた場合、翌事業年度の貸借

対照表において、関係会社株式の金額に影響を及ぼす可能性があります。

貸借対照表に関する注記

１.保証債務

関係会社に対する債務保証 600,504千円

２.関係会社に対する金銭債権及び金銭債務

短期金銭債権 41,990千円

長期金銭債権 1,934,000千円

短期金銭債務 4,994千円

３.有形固定資産の減価償却累計額 11,262千円

損益計算書に関する注記

関係会社との取引高

営業取引による取引高

営業収益 320,280千円

営業費用 42,486千円

営業外取引による取引高

営業外収益 22,972千円
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株主資本等変動計算書に関する注記

１．当事業年度の末日における発行済株式の種類及び総数

株 式 の 種 類
当事業年度期首の
株 式 数

当 事 業 年 度
増 加 株 式 数

当 事 業 年 度
減 少 株 式 数

当事業年度末の
株 式 数

普通株式 2,446,960株 360株 －株 2,447,320株

（変動事由の概要）

普通株式の発行済株式の株式数の増加は以下によるものであります。

ストック・オプションの権利行使による増加 360株

２．当事業年度の末日における自己株式の種類及び数

株 式 の 種 類
当事業年度期首の
株 式 数

当 事 業 年 度
増 加 株 式 数

当 事 業 年 度
減 少 株 式 数

当事業年度末の
株 式 数

普通株式 248株 －株 －株 248株

税効果会計に関する注記

繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産

貸倒引当金 225,191千円

関係会社株式評価損 143,463 〃

株主優待引当金 59,527 〃

減損損失 2,411 〃

未払事業税 1,243 〃

新株予約権 519 〃

未払金（償却資産税） 3 〃

繰延税金資産小計 432,360千円

評価性引当額 370,179 〃

繰延税金資産合計 62,180千円

繰延税金負債

未収消費税 191千円

未収事業税 1,859 〃

繰延税金負債合計 2,050千円

繰延税金資産純額 60,130千円
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関連当事者との取引に関する注記

１.子会社

会社等の名称

議決権等

の所有(被

所有)割合

関連当事者
との関係

取引の内容
取引金額
（千円）

科 目
期末残高
(千円)

株式会社
ダンダダン 直接 100％

経営管理

資金貸付

設備賃貸借

社員の出向

債務の保証

経営指導料の受取

業務委託収入

不動産転貸料

出向負担金の支払

利 息 の 受 取

資 金 の 貸 付

資 金 の 回 収

252,000
41,280
26,400
42,486
19,841
124,000
120,000

その他の流動資産

関係会社未払金

債 務 保 証

関係会社長期貸付金

37,486
4,994

517,164
1,704,000

株式会社
ＧＲＩＰ

ＦＡＣＴＯＲＹ
直接 100％ 資金貸付

不動産転貸料

利 息 の 受 取

資 金 の 貸 付

資 金 の 回 収

増 資 の 引 受

600
3,131

150,000
30,000
200,000

その他の流動資産

関係会社長期貸付金

4,504
230,000

取引条件及び取引条件の決定方針

(１)上記取引について、持株会社である当社の運営費用及び業務内容又は一般取

引条件を勘案し、決定しております。

(２)株式会社ダンダダン及び株式会社ＧＲＩＰ ＦＡＣＴＯＲＹに対する貸付金に

ついては、市場金利を勘案して、利率を合理的に決定しております。

(３)当社が株式会社ＧＲＩＰ ＦＡＣＴＯＲＹの行った第三者割当増資を１株につ

き50,000円で引き受けたものであります。
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収益認識に関する注記

顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

「重要な会計方針」の「４．重要な収益及び費用の計上基準」に記載のとおりで

あります。

１株当たり情報に関する注記

１株当たり純資産額 537円98銭

１株当たり当期純損失 409円53銭

重要な後発事象に関する注記

該当事項はありません。
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連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書

独立監査人の監査報告書

2026年３月27日

株式会社ＮＡＴＴＹ ＳＷＡＮＫＹホールディングス

取締役会 御中

Mooreみらい監査法人

東京都千代田区

指 定 社 員

業 務 執 行 社 員
公認会計士 高砂 晋平

指 定 社 員

業 務 執 行 社 員
公認会計士 浅井 清澄

監査意見
当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、株式会社NATTY SWANKYホールディングスの

2025年２月１日から2026年１月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照
表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。

当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
準に準拠して、株式会社NATTY SWANKYホールディングス及び連結子会社からなる企業集団の当該連
結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと
認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。

監査の基準における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載され
ている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独
立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明
の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を

作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセス
の整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監

査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程におい

て、その他の記載内容と連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違が
あるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆
候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に
は、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
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連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算

書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結
計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが
含まれる。

連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成するこ
とが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基
づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
視することにある。

連結計算書類の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬に

よる重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場か
ら連結計算書類に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能
性があり、個別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込
まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに
対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、
意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関
連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の
見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手
した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重
要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認めら
れる場合は、監査報告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確
実性に関する連結計算書類の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見
を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づ
いているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内
容、並びに連結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・ 連結計算書類に対する意見表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ
適切な監査証拠を入手するために、連結計算書類の監査を計画し実施する。監査人は、連結計算書
類の監査に関する指揮、監督及び査閲に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責
任を負う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で

識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているそ
の他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定
を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を
除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフ
ガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載す

べき利害関係はない。
以上
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会計監査人の監査報告書

独立監査人の監査報告書

2026年３月27日

株式会社ＮＡＴＴＹ ＳＷＡＮＫＹホールディングス

取締役会 御中

Mooreみらい監査法人

東京都千代田区

指 定 社 員

業 務 執 行 社 員
公認会計士 高砂 晋平

指 定 社 員

業 務 執 行 社 員
公認会計士 浅井 清澄

監査意見
当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社NATTY SWANKYホールディン

グスの2025年２月１日から2026年１月31日までの第25期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照
表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」
という。）について監査を行った。

当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に準拠して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表
示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。

監査の基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されて
いる。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、ま
た、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十
分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を

作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセス
の整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査

法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程におい

て、その他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があ
るかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候
があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に
は、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
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計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類

等を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書
類等を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含ま
れる。

計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが
適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づい
て継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
視することにある。

計算書類等の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬によ

る重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から
計算書類等に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性が
あり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる
場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに
対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、
意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監
査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連
する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の
見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
る場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性
に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明す
ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいている
が、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、
並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で

識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているそ
の他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定
を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を
除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフ
ガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は

ない。
以上
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監査役会の監査報告書

監 査 報 告 書

当監査役会は、2025年２月１日から2026年１月31日までの第25期事業年度の取締役の職務の執行

に関して、審議のうえ、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容

(１) 監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果

について報告を受けるほか、取締役及び内部監査担当部門からその職務の執行状況につい

て報告を受け、必要に応じて説明を求めました。

(２) 各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等

に従い、取締役、内部監査部門その他の使用人と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の

環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施いたしました。

① 取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び内部監査担当部門からその職務の執行

状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及

び財産の状況を調査いたしました。

② 事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保す

るための体制その他株式会社の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行

規則第100条第１項及び第３項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該

決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について、取締役及び使用人等か

らその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見

を表明いたしました。

③ 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証

するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説

明を求めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたし

ました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該事業年度に係る計算書類（貸借

対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結

計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）に

ついて検討いたしました。
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２．監査の結果

(１) 事業報告等の監査結果

① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示している

ものと認めます。

② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は

認められません。

③ 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内

部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘す

べき事項は認められません。

(２) 計算書類及びその附属明細書の監査結果

会計監査人Mooreみらい監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

(３) 連結計算書類の監査結果

会計監査人Mooreみらい監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2026年３月27日
株式会社ＮＡＴＴＹ ＳＷＡＮＫＹホールディングス 監査役会

常勤監査役（社外監査役） 井上 重平 ㊞

社 外 監 査 役 馬塲 亮治 ㊞

社 外 監 査 役 廣瀬 好伸 ㊞

以 上
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株主総会参考書類

(議案及び参考事項)

第１号議案 取締役４名選任の件

取締役全員（４名）は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、取
締役４名の選任をお願いしたく存じます。

取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者
番 号

氏 名
（生年月日）

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
所 有 す る
当社の株式数

１
井
い せ き ゆ う じ

石 裕 二
(1974年12月14日生)

1995年４月 株式会社クレメント 入社

473,000株

2001年８月 有限会社ナッティースワンキー(現 株式
会社ＮＡＴＴＹ ＳＷＡＮＫＹホールデ
ィングス)取締役

2007年10月 当社 取締役社長 就任
2017年６月 株式会社swanky(現 株式会社ＢＯＲＡ）

設立 代表取締役（現任）
2018年１月 当社 代表取締役社長（現任）
2021年８月 株式会社ダンダダン 代表取締役社長

（現任）

２
田
た な か た つ や

中 竜 也
(1974年12月15日生)

1992年３月 有限会社らいおんフーズ 入社

350,700株

2001年８月 有限会社ナッティースワンキー(現 株式
会社ＮＡＴＴＹ ＳＷＡＮＫＹホールデ
ィングス)設立

2007年10月 当社 代表取締役
2017年６月 株式会社natty（現 株式会社ＩＫＩ）

設立 代表取締役（現任）
2018年１月 当社 取締役副社長
2022年１月 株式会社ダンダダン 取締役副社長
2024年２月 当社 取締役会長（現任）

株式会社ＧＲＩＰ ＦＡＣＴＯＲＹ 代
表取締役（現任）

３ 金
か ね こ ま さ て る

子 正 輝
(1967年５月26日生)

2003年６月 エリアリンク株式会社入社

2,400株

2007年３月 同社 取締役
2012年10月 夢の街創造委員会株式会社（現 株式会

社出前館）入社
2013年３月 同社 執行役員管理本部長
2016年７月 当社 入社
2017年１月 当社 取締役管理部長
2022年１月 株式会社ダンダダン 取締役（現任）
2024年２月 当社 専務取締役（現任）

株式会社ＧＲＩＰ ＦＡＣＴＯＲＹ 監
査役（現任）

４
杉
す ぎ む ら あ き の り

村 明 紀
(1979年１月30日生)

2003年９月 株式会社サカイ引越センター 入社

－株

2011年10月 株式会社力の源カンパニー 入社

2016年５月 同社 取締役
2020年８月 株式会社ブルームダイニングサービス

取締役
2021年７月 同社 代表取締役

(注)１．各取締役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
２．取締役候補者杉村明紀氏は、社外取締役候補者であり、選任された場合は東京証券取引所の
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定めに基づく独立役員となる予定であります。
３．取締役候補者杉村明紀氏を選任した理由及び期待される役割としましては、飲食業界を中心

に経営戦略、事業開発など、多岐にわたる分野で経営マネジメントを経験してきたことか
ら、当社の経営に活かせると判断し、当社の事業戦略に関しての助言を期待したためであり
ます。

４．当社は社外取締役との間で、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損
害賠償責任を限定する契約を締結しており、同法第425条第１項に規定する最低責任限度額
を損害賠償責任の限度額としております。当社は、杉村明紀氏の選任が承認された場合、同
様の責任限定契約を締結する予定であります。

５．当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で
締結し、被保険者が負担することになる法律上の損害賠償金及び争訟費用を当該保険契約に
より塡補することとしております。各候補者は、当該保険契約の被保険者に含められること
となります。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しておりま
す。
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第２号議案 監査役３名選任の件
監査役全員（３名）は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、監

査役３名の選任をお願いいたしたいと存じます。
なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。
監査役候補者は、次のとおりであります。

候補者
番 号

氏 名
（生年月日）

略歴、地位及び重要な兼職の状況
所 有 す る
当社の株式数

１
井
い の う え し げ ひ ら

上 重 平
(1949年６月５日生)

1968年４月 株式会社三協特殊鋼ねじ製作所入社

－株

1978年４月 東京セメント工業株式会社入社

1999年９月 同社取締役就任

2003年９月 同社常務取締役就任

2007年９月 同社代表取締役社長就任

2017年７月 株式会社Ｋプラス 代表取締役就任

2017年９月 当社監査役就任（現任）

２
杉
す ぎ も と よ し ひ で

本 佳 英
(1980年10月31日生)

2011年４月 あんしんパートナーズ法律事務所 設立
（現任）

－株

2015年12月 株式会社ブランジスタ 社外取締役 就
任（現任）

2017年11月 株式会社Venus Style 社外監査役 就
任（現任）

2018年３月 株式会社 FTG Company 監査役 就任
（現任）

2018年９月 当社 社外取締役（現任）

2020年６月 エイベックス株式会社 社外取締役 就
任（現任）

2021年１月 Aiロボティクス株式会社 社外監査役
就任（現任）

2022年１月 株式会社GROWTH POWER 社外監査役 就
任（現任）

2022年４月 株式会社シーラテクノロジーズ 社外監
査役 就任（現任）

2024年９月 LE.O.VE株式会社 社外取締役 就任
（現任）

2025年８月 株式会社シーラホールディングス 社外
取締役 就任（現任）

３
森
も り ず み よ う じ

住 曜 二
(1975年５月18日生)

1999年10月 太田昭和監査法人（現 EY新日本有限責

任監査法人）入社

－株
2016年１月 森住曜二公認会計士事務所設立

2018年５月 株式会社ダイケン 社外監査役（現任）

2020年３月 ローランド株式会社 社外監査役（現

任）

(注)１．各監査役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
２．監査役候補者井上重平氏は、社外監査役候補者であり、東京証券取引所の定めに基づく独立

役員として指定し、同取引所に届け出ており、選任された場合は引き続き独立役員となる予
定であります。

３．監査役候補者森住曜二氏は、社外監査役候補者であり、選任された場合は、東京証券取引所
の定めに基づく独立役員となる予定であります。

４．監査役候補者井上重平氏を選任した理由としましては、元経営者としての豊富な経験と見識
に基づき、取締役会の意思決定の妥当性及び適正性を確保するためであります。

５．監査役候補者杉本佳英氏を選任した理由としましては、弁護士の資格を有しており、法律面
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について豊富な知識と経験を有していることから、公正な視点で取締役会の意思決定の妥当
性及び適正性を確保するためであります。

６．監査役候補者森住曜二氏を選任した理由としましては、公認会計士としての豊富な経験と見
識に基づき、当社の経営全般に係る財務及び会計に関して取締役会の意思決定の妥当性及び
適正性を確保するためであります。

７．当社は社外監査役との間で、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損
害賠償責任を限定する契約を締結しており、同法第425条第１項に規定する最低責任限度額
を損害賠償責任の限度額としております。井上重平氏の再任が承認された場合には、当該契
約を継続する予定であります。また森住曜二氏の選任が承認された場合、同様の責任限定契
約を締結する予定であります。

８. 当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で
締結し、被保険者が負担することになる法律上の損害賠償金及び訴訟費用を当該保険契約に
より塡補することとしております。各候補者は、当該保険契約の被保険者に含められること
となります。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しておりま
す。

９．社外監査役に就任してからの年数（本総会終結の時まで）
井上 重平 ８年７ヵ月
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第３号議案 補欠監査役１名選任の件
監査役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役１名の選

任をお願いいたします。
また、本選任につきましては、取締役会の決議により、監査役会の同意を得て

就任前にその選任の取消しを行うことができるものとさせていただきます。
なお、本議案の提出につきましては、監査役会の同意を得ております。
補欠監査役候補者は、次のとおりです。

氏 名
（生年月日）

略歴、地位及び重要な兼職の状況
所 有 す る
当社の株式数

樋 笠 克 実
ひ が さ か つ み

(1972年10月29日生)

1998年６月
株式会社ベイカレントコンサルティング
（旧 ピーシーワークス）入社

－株

2009年８月 同社経営顧問就任

2018年10月 同社退社

2019年８月
株式会社Resolve&Capital創業 取締役
（現任）

2023年９月 株式会社Long･Time･Capital創業 代表
取締役（現任）

2025年12月 VALX株式会社 社外取締役就任（現任）

【補欠の社外監査役候補者とした理由】
会社経営により培われた深い知識・経験を当社の監査体制の強化に活かしていただけるとの

判断から、補欠の社外監査役候補者としました。

(注)１．樋笠克実氏は、社外監査役の要件を満たした補欠の社外監査役候補者です。
２．法令に定める監査役の員数を欠き、樋笠克実氏が社外監査役として就任した場合、株式会社

東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、同氏を独立役員として指定
する予定です。

３．当社は社外監査役との間で、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損
害賠償責任を限定する契約を締結しており、同法第425条第１項に規定する最低責任限度額
を損害賠償責任の限度額としております。法令を定める監査役の員数を欠き、樋笠克実氏が
社外監査役として就任した場合、当社は同様の責任限定契約を締結する予定であります。

４．当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で
締結し、被保険者が負担することになる法律上の損害賠償金及び争訟費用を当該保険契約に
より補填することとしております。樋笠克実氏は、社外監査役に就任した場合に被保険者に
含められることとなります。

５．候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。

以 上
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●新宿中央公園

●東京都庁
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東京ヒルトン
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●

京王プラザホテル
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エステックビル

明治安田生命ビル●

◎
７番出口

◎
S-3出口新宿ファーストウエスト

京王百貨店

東口南口
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至東京
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至中野
池袋

都
庁
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駅
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道

第25回定時株主総会会場ご案内図

【会場】東京都新宿区西新宿一丁目23番７号

新宿ファーストウエスト３階

【最寄駅】 ＪＲ線

新宿駅西口方面

S-3出口より徒歩約２分

７番出口より徒歩約４分

東京メトロ 丸ノ内線

京王線

小田急線

都営新宿線

都営大江戸線
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